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【複層林施業指標林】

１．森林管理署等：伊豆森林管理署

２．森林計画区：伊豆森林計画区

３．所 在 地：静岡県賀茂郡東伊豆町 奈良本国有林

730い 1、731い、736 い林小班
４．面 積：１２．５２ ha
５．設定年月日：平成３年４月（更新年度ｹﾔｷ(天然木）ｽｷﾞ､ﾋﾉｷ(平成３年度)）

６．設 定 目 的：複層林施業の確立（ケヤキ中大径木、スギ・ヒノキ小径木）

７．施 業 履 歴：下刈（平成 4年～ 6年）
８．その他

・伊豆森林森林計画区 人工林-育成複層林施業管理の方針
；「森林の管理経営の指針」の「第３．施業の基準」：「Ⅱ.育成複層林施業」：「１.複層伐人工植
栽施業」に基づき現地の実態を踏まえた施業管理を行う。

・活用方策；国土の保全、水源かん養、自然環境の保全・形成等公益的機能の維持増進を目的とし

た複層林施業の確立のためのフィールドとして署等の研修・現地検討会等に活用する。

・樹種：スギ、ヒノキ、ケヤキ


